
様式第１号（第７条関係） 

審査基準・標準処理期間整理票 

処分の内容 
要介護旧措置入所者に対する特定入所者介護サービス費に係る負担限度

額の認定 

根 拠 法 令 

及 び 条 項 
介護保険法施行法第１３条 

審
査
基
準 

■ 有（第４条第１項に該当する場合を含む。） 

□ 無（根拠：第４条第２項第 号に該当） 

公表 ■ する □ しない（公表しない場合の根拠：第７条第４項第 号に該当） 

【内容】（※審査基準を公表する場合のみ記載すること。） 

※別紙のとおり 

審 査 基 準 

設定年月日 
平成１３年１月６日 

審 査 基 準

最終変更年月日 
平成２８年４月１日 

標準処理期間 

■ 有(第６条において準用する第４条第１項に該当する場合を含む。) 

  期間（請求のあった日の翌日から起算して３０日以内） 

□ 無(根拠：第６条において準用する第４条第２項第 号に該当) 

標準処理期間

設定年月日 
平成１３年１月６日 

標準処理期間

最終変更年月日 
年  月  日 

所管部署 健康福祉部 長寿支援課 

備考   

注 許認可等をするかどうかの判断基準が法令又は条例等において具体的に規定し尽

くされているため審査基準を設定する必要がない場合は、その旨及び当該法令の定め

を審査基準の内容欄に記載すること。 



【別紙】 

介護保険法施行法 

（特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置） 

第十三条  

施行日において第七条の規定により介護保険法第四十八条第一項第一号の指定が

あったものとみなされた特別養護老人ホームに入所している旧老福法第十一条第一

項第二号の措置に係る者（以下この条において「旧措置入所者」という。）は、施行

日以後引き続き当該特別養護老人ホーム（介護保険法第九十二条第一項又は第百十五

条の三十五第六項の規定により当該指定を取り消されたものを除く。以下この条にお

いて「特定介護老人福祉施設」という。）に入所している間（当該特定介護老人福祉

施設に継続して一以上の他の介護保険法第八条第二十五項に規定する介護保険施設

（以下この条において単に「介護保険施設」という。）に入所することにより当該一

以上の他の介護保険施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を有するに至った旧

措置入所者にあっては、当該一以上の他の介護保険施設に継続して入所している間を

含む。）は、介護保険法第九条及び第十三条の規定にかかわらず、当該措置をとった

市町村が行う介護保険の被保険者とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける被保険者が入所している介護保険施設は、当該介護保険

施設の所在する市町村及び当該被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力

をしなければならない。 

３ 介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者である旧措置入所者（以下

この条において「要介護旧措置入所者」という。）に対し支給する同法に規定する施

設介護サービス費の額は、当分の間、同法第四十八条第二項の規定にかかわらず、要

介護旧措置入所者に係る要介護状態区分（同法第七条第一項に規定する要介護状態区

分をいう。）、特定介護老人福祉施設（当該特定介護老人福祉施設に係る同法第九十

二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しその他やむを

得ない理由により、当該特定介護老人福祉施設に継続して一以上の他の指定介護老人

福祉施設（同法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以

下この項において同じ。）に入所した要介護旧措置入所者にあっては、当該一以上の

他の指定介護老人福祉施設を含む。以下この条において同じ。）の所在する地域等を

勘案して算定される指定介護福祉施設サービス（同法第四十八条第一項第一号に規定

する指定介護福祉施設サービスをいう。以下この項において同じ。）に要する平均的

な費用（同条第二項の厚生労働省令で定める費用を除く。）の額を勘案して厚生労働

大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定介護福祉施設サー

ビスに要した費用（同条第一項の厚生労働省令で定める費用を除く。以下この項にお

いて同じ。）の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用

の額とする。）に、厚生労働大臣が定める要介護旧措置入所者の所得の区分ごとに百

分の九十以上百分の百以下の範囲内において厚生労働大臣が定める割合を乗じて得

た額とする。 

４ 介護保険法第四十八条第三項の規定は、前項の基準について準用する。 

５ 要介護旧措置入所者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で

定める者（第七項において「特定要介護旧措置入所者」という。）に対し支給する介



護保険法第五十一条の三第一項の特定入所者介護サービス費の額は、当分の間、同条

第二項の規定にかかわらず、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合計額と

する。 

一 特定介護老人福祉施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して

厚生労働大臣が定める費用の額（その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超

えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条において「食

費の特定基準費用額」という。）から、平均的な家計における食費の状況及び要介護

旧措置入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額（以下こ

の条において「食費の特定負担限度額」という。）を控除した額 

二 特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況そ

の他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額（その額が現に当該居住に要し

た費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額とする。以下この条にお

いて「居住費の特定基準費用額」という。）から、要介護旧措置入所者の所得の状況

その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額（以下この条において「居住費の特

定負担限度額」という。）を控除した額 

６ 介護保険法第五十一条の三第三項の規定は、食費の特定基準費用額若しくは食費の

特定負担限度額又は居住費の特定基準費用額若しくは居住費の特定負担限度額につ

いて準用する。 

７ 介護保険法第五十一条の三第六項の規定を特定要介護旧措置入所者に適用する場

合には、同項中「食費の基準費用額又は居住費の基準費用額」とあるのは「食費の特

定基準費用額又は居住費の特定基準費用額」と、「食費の負担限度額又は居住費の負

担限度額」とあるのは「食費の特定負担限度額又は居住費の特定負担限度額」とし、

同条第七項の規定を特定要介護旧措置入所者に適用する場合には、同項中「第一項、

第二項及び前項」とあるのは「第一項、介護保険法施行法（平成九年法律第百二十四

号）第十三条第五項及び同条第七項の規定により読み替えて適用される前項」とする。 

８ 要介護旧措置入所者は、特定介護老人福祉施設が行う機能訓練を進んで利用するこ

とにより、その有する能力の維持向上に努めるとともに、その心身の状況に応じて最

も適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用するように努めなければならな

い。 


